
①　課税物件表の非課税物件の欄に掲げる文書

　自然災害等により被害を受けられた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」や
「消費貸借に関する契約書」などで一定の要件に該当する文書については、印紙税を非
課税とする措置が設けられています。
　詳しくはリーフレット「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に
係る印紙税の非課税措置について（平成29年４月）」又は「自然災害等に係る印紙税の
非課税措置に関するＱ＆Ａ（平成29年４月）」をご参照ください。
　また、新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者の方に対し
て行う金銭の貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」で一定の要件に該
当する文書については、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
　詳しくは、リーフレット「消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について」又は
「新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置に関するＱ＆Ａ」をご参照ください。
※　リーフレットやＱ＆Ａは国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご覧ください。
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（基通３①）。

（基通３②）。

併せて説明します。

から



令和２年６月現在

令和４年３月31日】

令和４年３月31日】　上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業
法第２条第１項に規定する建設工事の請負に係る
契約に基づき作成されるもので、平成９年４月１
日から令和４年３月31日までの間に作成されるも
のについては、契約書の作成年月日及び記載され
た契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減
されています。

記載された契約金額が
１万円未満（※）のも
の

※　第２号文書と第３
号から第17号文書と
に該当する文書で第
２号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が
１万円未満であって
も非課税文書となり
ません。

記載された契約金額が
１万円未満（※）のも
の

※　第１号文書と第３
号から第17号文書と
に該当する文書で第
１号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が
１万円未満であって
も非課税文書となり
ません。

　上記の１に該当する「不動産の譲渡に関する契
約書」のうち、平成９年４月１日から令和４年３
月31日までの間に作成されるものについては、契
約書の作成年月日及び記載された契約金額に応
じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。

傭
送り状



倉荷証券、船荷証券、複合運送証券

みます。



いい、民法に規定する併存的債務引受及び免責的債務引受がこれに含まれます（基

通別表第１第15号文書の２）。



　即時決済型のデビットカードにより支払を受けた際の領収書は、金銭の受取書に該当

します。なお、デビットカード取扱店が顧客あてに交付する「口座引落確認書」で、単

に口座からの引き落とし事実のみを通知するものは、金銭の受取書には該当しません。

の

のであり、金銭の受領事実がないことから、クレジットカードによる支払であることが

明らかにされているものは金銭の受取書には該当しません。



傭

傭







　この一括納付の特例の承認を受けるためには、承認を受けるための申請書を承認を受けよう

とする最初の課税期間（４月１日から翌年３月31日までの期間）の開始の日の属する年の３月

15日までに税務署長に提出する必要があります。これにより承認を受けた者は、毎年４月１日

現在における預貯金通帳等に係る口座の数を基礎として計算した課税標準数量及び納付すべき

税額などを記載した印紙税納税申告書（一括納付用）を、その年の４月末までに、承認を受け

た税務署長に提出するとともに、その期限までに納税申告書に記載した納付すべき印紙税を納

付しなければなりません（表示の方法は、書式表示の場合と同じです。）（法12、令11、12、規則４、

規則別表第五）。

　一括納付の特例の適用を受けるためには、これまで、その年の４月１日から翌年３月31日ま
での期間内に作成する預貯金通帳等について、毎年、２月16日から３月15日までの期間中に承
認申請書を提出し、承認を受ける必要がありました。
　平成30年度税制改正により、承認を受けようとする課税期間の開始前に承認を受ければ、そ
の承認の日以後の各課税期間内に作成する預貯金通帳等について、一括納付の特例が適用され
ることになりました。
　この改正は、平成30年４月１日以後に作成する預貯金通帳等に係る承認について適用されま
す。
　なお、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの期間に作成する預貯金通帳等について、
改正前の手続により一括納付の特例の承認を受けている場合は、その承認の日以後の各課税期
間内に作成する預貯金通帳等について承認を受けたものとみなされます。

（注） 承認内容に変更があった場合には、改めて承認を受ける必要があります。
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税標準数量及び納付すべき税額などを記載した印紙税納税申告書（書式表示用）を、その翌

月末日までに承認を受けた税務署長に提出するとともに、その期限までに納税申告書に記載

した納付すべき印紙税を納付しなければなりません（法11、令10、規則４、規則別表第五）。

https://www.e-tax.nta.go.jp


類、納付税額、過誤納税額などの所要事項を記載した「印紙税過誤納確認申請（充当請求）書」(３

枚複写、記載例は次ページ参照）と過誤納となっている文書を、過誤納となっている文書を作成

した日から５年以内にその印紙税の納税地の所轄税務署長に提出（※）し、印紙税の過誤納の事

実の確認手続を経て、還付（充当）を受けることになります（法14、令14、基通115〜119)。

※　提出の際は、できるだけ郵送での提出をお願いします。

されることとなります（法20①）。また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場

合には、消されていない印紙の額面金額と同額の過怠税が徴収されることとなっています（法20

③）。

付けたもので、客観的に見て課税文書ではないことが明らかな場合には、この税務署長の確
認を受けることなく、郵便局で交換することができます。詳しくは、最寄りの郵便局にお尋
ねください。

が

（法20②）。

ください（法人税法55③一、所得税法45①三）。


